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西東京市地域密着型サービス事業所に係る 

指定申請について 

 

  

資 料 ５ 

令 和 ７ 年 1 0 月 
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１ 指定申請 

NO 類型 施 設 名 圏域 所在地 
定員 

（人） 
法人名 

① 
看護小規模多機

能型居宅介護 

看護小規模多機能 

いずみ 
泉町包括 泉町 3-6-9 24 医療法人社団順洋会 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

指定申請事業所位置図 

○看護小規模多機能型居宅介護 

 

①  
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地域密着型サービス事業所の指定審査表 

指定を受けようとする事業所 看護小規模多機能 いずみ 

事業所の所在地 西東京市泉町三丁目６番９号 

地域密着型サービス事業 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

指定年月日・指定期間 令和７年 11月 1日 
令和７年 11月 1日 

～令和 13年 10月 31日（６年） 

申  請  者 医療法人社団 順洋会 

法人代表者の職名・氏名 理事長 下村 洋 

主たる事務所の所在地 東京都清瀬市元町一丁目８番 30号 

主な併設事業 訪問介護、訪問看護 

事業所 

の概要 

管理者 
名古屋 たち子 

資格 看護師 

介護支援専門員 

石井 壽美子 

資格 介護支援専門員 

研修 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修修了 

従業者 

職種 

員数 

職種 
介護従事者 うち看護職員 

専従 兼務 専従 兼務 

常勤 3人 0人 3人 0人 

非常勤 4人 2人 3人 0人 

面積基準 
居間及び食堂 74.50㎡ ≧ 36㎡（3㎡×通いの利用定員） 

宿泊室４室 （7.50～12.30㎡） ≧ 7.43㎡ 

登録定員 24人 29人以下 

通いの利用定員 12人 登録定員の 1/2～18人の範囲内 

泊まりの利用定員 ４人 通いの利用定員の 1/3～9人の範囲内 

利用料 
法定代理受領分        利用者負担割合に準ずる 

法定代理受領分以外       介護報酬告示上の額 

協力医療機関 
 

武蔵野総合クリニック いずみ 

運営推進委員会議の有無 有  ・  無 

施設の現地確認日 令和７年 10月７日  

審査基準の適否 
人員基準 設備基準 運営基準 

適 適 適 
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事業所について 

西東京市で本事業を行うに

当たっての意気込み、ＰＲポ

イント 

当法人は「すぐそばに。ずっとともに」の理念に基づき、清瀬市に本院となる

有床診療所、練馬区に透析を中心とした分院、そして 2022 年、当市に医療複

合施設および診療所を開院いたしました。当法人は 2020 年まで特定施設入居

者生活介護、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所を運営しており、自分らし

い暮らしをそのまま続けられるには何が必要かを法人としてもずっと考えて

参りました。看護小規模多機能型居宅介護は、居宅サービスの一つであるため

自宅での暮らしを継続しつつ、複合的な介護サービスを受けられるのが魅力で

す。当施設では開設当初から、お祭りを含む大小さまざまなイベントを開催し

地域との交流を大切にして参りました。お一人お一人が肉体的・精神的だけで

なく、社会的にも満たされた「私らしい」生き方を最後まで諦めないことを、

法人として最大限サポートしていけるよう尽くして参ります。 
 

地域との連携体制の計画 

地域とのつながりや交流のために、当法人施設では、年に１度の「わくわく

DAY（わくわく公園・睦月会との共同開催）」、「認知症カフェ」「いす体操」

「おしゃべりカフェタイム」「ポーセラーツ教室」などのイベントを開催して

います。また、NPO 法人と協力して高校生のカフェ運営体験、宿題見守り支援

などの取り組みも行っています。当法人は訪問診療を２５年続けており、医療

介護連携の重要さは日々実感しております。看護小規模多機能いずみのケアマ

ネは看護資格も有しておりますので、医療との連携、介護との連携のハブにな

ると考えています。また、看護小規模多機能いずみとしても、退院支援として

地域の基幹病院との協力、状態がよくなれば地域の居宅サービスに戻すという

医療と介護をつなぐ架け橋となれることを考えております。 

緊急時の対応計画 

看護小規模多機能いずみの利用者様は当院の訪問診療に入っていただき、医療

機関として 365 日 24 時間の体制で支えて参ります。宿泊時や在宅時に何かあ

れば往診医が対応を致します。ただし、通所サービス利用時には往診介入は認

められておりませんので、主治医の指示に従ってご自宅にお戻りいただくか救

急搬送させていただく形となります。そのためには前もって、ご利用者さまの

意志をしっかりと確認させていただきます。主治医が必要と判断したタイミン

グで、患者さん本人、ご家族、主治医、看護師、ケアマネージャーなどと人生

会議（ACP）を行い、緊急時に備えており、看取り対応も可能です。 

 

 

 

 

 

 


